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令和２年３月 31 日 

      

    都道府県知事 

 各  指定都市市長     殿 

        中核市市長 

 

                  厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

                  厚生労働省社会・援護局 

                          障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について 

 

 

児童福祉施設における食事の提供に当たっては、日本人の食事摂取基準（2015

年版）を参考に実施されているところである。 

今般、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書が策定された

ことに伴い、別紙のとおり「食事による栄養摂取量の基準」（令和２年１月 21

日厚生労働省告示第 10号。以下「食事摂取基準」という。）が改正され、令和

２年４月１日から適用することとされたので、児童福祉施設における食事の提

供に関する援助及び指導については、同年４月１日以降、下記の事項に留意の

上、貴管内児童福祉施設への対応方よろしく御配意願いたい。 

また、児童発達支援（児童発達支援センターにおいて行う場合を除く）、放課

後等デイサービス、放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業、小規模保育事

業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業においても、児童福祉施設と同

様に取り扱うことが望ましいため、よろしくお取り計らい願いたい。 

なお、本通知の施行に伴い、「児童福祉施設における食事の提供に関する援助

及び指導について」（平成 27年３月 31日付け雇児発 0331第１号・障発 0331

第 16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長連

名通知）は令和２年３月 31日をもって廃止する。 

また、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４第１項の

規定に基づく技術的助言である。 
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記 

 

１ 児童福祉施設における食事の提供に係る留意事項について 

（１）入所施設における栄養素の量（以下「給与栄養量」という。）の目標につ

いては、別紙のとおり令和２年度から適用される「食事摂取基準」による

こととするので参考とされたいこと。なお、通所施設において昼食など１

日のうち特定の食事を提供する場合には、対象となる子どもの生活状況や

栄養摂取状況を把握、評価した上で、１日全体の食事に占める特定の食事

から摂取されることが適当とされる給与栄養量の割合を勘案し、その目標

を設定するよう努めること。 

（２）提供する食事の量と質についての計画（以下「食事計画」という。）につ

いて、「食事摂取基準」を活用する場合には、施設や子どもの特性に応じた

適切な活用を図ること。障害や疾患を有するなど身体状況や生活状況等が

個人によって著しく異なる場合には、一律に適用することが困難であるこ

とから、個々人の発育・発達状況、栄養状態、生活状況等に基づき給与栄

養量の目標を設定し、食事計画を立てること。 

（３）食事計画の実施に当たっては、子どもの発育・発達状況、栄養状態、生

活状況等について把握・評価するとともに、計画どおりに調理及び提供が

行われたか評価を行うこと。この際、施設における集団の長期的評価を行

う観点から、特に幼児について、定期的に子どもの身長及び体重を測定す

るとともに、幼児身長体重曲線（性別・身長別標準体重）等による肥満度

に基づき、幼児の肥満及びやせに該当する者の割合が増加していないかど

うか評価し、食事計画の改善を図ること。 

（４）日々提供される食事について、食事内容や食事環境に十分配慮すること。

また、子どもや保護者等に対する献立の提示等食に関する情報の提供や、

食事づくり等食に関する体験の機会の提供を行うとともに、将来を見据え

た食を通じた自立支援につながる「食育」の実践に努めること。 

（５）食事の提供に係る業務が衛生的かつ安全に行われるよう、食中毒や感染

症の発生防止に努めること。 

（６）子どもの健康と安全の向上に資する観点から、子どもの食物アレルギー

等に配慮した食事の提供を行うとともに、児童福祉施設における食物アレ

ルギー対策に取り組み、食物アレルギーを有する子どもの生活がより一層、

安心・安全なものとなるよう誤配及び誤食等の発生予防に努めること。 
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なお、多くの児童福祉施設では、食物アレルギーなどへの対応を行って

いる。また、子ども自身が自分の食物アレルギーの状況を自覚し、食物ア

レルギーを有していることを自身の言葉で伝えることが困難である場合な

ども踏まえ、施設内の職員は、生活管理指導表等を活用（※）して、状況

を把握するよう留意するとともに、子どもの異変時の対応等に備え、平素

より危機管理体制を構築しておくこと。 

※具体的な活用方法については「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年

改訂版）」を参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000511242.pdf  

（７）災害等の発生に備えて、平常時から食料等を備蓄するとともに、災害時

等の連絡・協力体制を事前に確認するなど体制を構築しておくよう努める

こと。 

 

２ 食事の提供に関する援助及び指導に係る留意事項について 

（１）児童福祉施設の食事の提供に関する援助及び指導に当たっては、児童福

祉施設の所管部（局）が主体となり、栄養改善及び衛生管理等に関し、衛

生主管部（局）と連携を図り、必要に応じて助言を得ながら実施すること。

なお、認定こども園について、教育委員会が所管している場合には、教育

委員会とも連携を図ること。 

（２）子どもの特性に応じて提供することが適当なエネルギー及び給与栄養量

が確保できる食事の提供について、必要な援助及び指導を行うこと。 

（３）食事の提供に当たっては、子どもの発育・発達状況、栄養状態、生活状

況等について把握し、提供する食事の量と質についての食事計画を立てる

とともに、摂食機能や食行動の発達を促すよう食品や調理方法に配慮した

献立作成を行い、それに基づき食事の提供が行われるよう援助及び指導を

行うこと。特に、小規模グループケア、グループホーム化を実施している

児童養護施設や乳児院においては留意すること。 

（４）食事を適正に提供するため、定期的に施設長を含む関係職員による情報

の共有を図るとともに、常に施設全体で、食事計画・評価を通して食事の

提供に係る業務の改善に努めるよう、援助及び指導を行うこと。また、家

庭的養護の観点から、小規模グループケアやグループホーム化を推進する

施設においては、調理をすることにより食を通じた関わりが豊かに持てる

ことの意義を踏まえ、施設の栄養士などが施設内での調理に積極的に関わ

ることができるよう支援を行うこと。 

（５）施設職員、特に施設長に対して、食事の提供に係る業務の重要性につい

ての認識の向上を図るとともに、食事の提供に関係する職員に対しては、
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適時、講習会、研究会等により知識及び技能の向上を図るよう、援助及び

指導を行うこと。 

（６）適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性

の育成等、心身の健全育成を図る観点から、食事の提供やその他の活動を

通して「食育」の実践に努めるよう、援助及び指導を行うこと。 

（７）食物アレルギー対策の観点から、児童福祉施設に適切な情報を提供する

とともに、施設が適確に対応できるよう、施設や関係機関等と調整を行い、

必要な支援体制を構築するよう努めること。 

（８）災害等の発生に備えて、地域防災計画に栄養・食生活支援の具体的な内

容を位置づけるよう、関係部局と調整を行うこと。 

 


